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※第１回通信品質検討アドホックグループ 事務局資料より 

参考通品４－１ 

事業用電気通信設備規則 

○電気通信回線設備の損壊又は故障の対策 
○秘密の保持 
○他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止 
○他の電気通信設備との責任の分界 
○音声伝送役務の提供の用に供する電気通信回線設備  

アナログ電話相当の機能を有するIP電話（0AB～J IP電話）用設備の技術基準は、次の項目について規定されている。 

音声伝送役務の提供の用に供する電気通信回線設備（0AB～J IP電話）の規定について 
○基本機能、緊急通報、災害時優先通信の優先的取扱い、異なる電気通信番号の送信の防止について 

条項 規定の概要 
基本機能 
（第35条の9） 

・発信側の端末設備等からの発信を認識し、着信側の端末設備等に通知すること。 
・電気通信番号を認識すること。 
・着信側の端末設備等の応答を認識し、発信側の端末設備等に通知すること。 
・通信の終了を認識すること。  
・ファクシミリによる送受信が正常に行えること。  

緊急通報を扱う事
業用電気通信回線
設備 
（第35条の14） 

・緊急通報を、その発信に係る端末設備等の場所を管轄する警察機関等に接続すること。  
・緊急通報を発信した端末設備等に係る電気通信番号、その他当該発信に係る情報として、総務大臣が別に告示する情報を、当該
緊急通報に係る警察機関等の端末設備に送信する機能を有すること。ただし、他の方法により同等の機能を実現できる場合は、
この限りでない。 

・緊急通報を受信した端末設備から通信の終了を表す信号が送出されない限りその通話を継続する機能又は警察機関等に送信し
た電気通信番号による呼び返し若しくはこれに準ずる機能を有すること。  

災害時優先通信の
優先的取扱い 
（第35条の14の2） 

・災害時優先通信の優先的な取扱いを確保するために必要があるときは、他の通信を制限し、又は停止することができる機能を有
していること。  

・災害時優先通信を識別するための信号を付し、及び当該信号により災害時優先通信を識別することができる機能を有していること。  

異なる電気通信番
号の送信の防止 
（第35条の15） 

電気通信事業者は、当該電気通信事業者が利用者に付与した電気通信番号について、当該利用者の発信に係る電気通信番号と
異なる電気通信番号を端末設備等又は他の電気通信事業者に送信することがないよう必要な措置を講じなければならない。ただし、
他の利用者に対し、発信元を誤認させるおそれがない場合は、この限りでない。  
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音声伝送役務の提供の用に供する電気通信回線設備（0AB～J IP電話）の規定について 

○品質について 

条項 規定の概要 
接続品質 
（第35条の10） 

基礎トラヒック※１について、次に適合しなければならない。 
・事業用電気通信回線設備が電気通信番号を受信した後、着信側の端末設備等に着信するまでの間に一の電気通信事業者
の設置する事業用電気通信回線設備により呼が損失となる確率が0.15以下であること。  
・本邦外の場所に対して発信を行う場合、事業用電気通信回線設備が電気通信番号を受信した後、国際中継回線を捕捉する
までの間に一の電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備により呼が損失となる確率が0.1以下であること。  
・本邦外の場所からの着信を行う場合、事業用電気通信回線設備が着信を受け付けた後、着信側の端末設備等に着信する
までの間に一の電気通信事業者の設置する事業用電気通信回線設備により呼が損失となる確率が0.11以下であること。 
・事業用電気通信回線設備が電気通信番号送出終了を検出した後、発信側の端末設備等に対して着信側の端末設備等を呼
び出し中であること又は着信側の端末設備等が着信可能な状態でないことの通知までの時間が30秒以下であること。 

総合品質 
（第35条の11等） 
 

次に従い、あらかじめ基準を定め※２、その基準を維持するように努めなければならない。 
・ITU-T G.107勧告における総合音声伝送品質の値を80を超える値とし、G.114勧告における端末設備等相互間の平均遅延
の値を150ミリ秒未満とする。（当該値を算出できる確率が0.95以上であること） 

ネットワーク品質 
（第35条の12等） 

次に従い、あらかじめ基準を定め※２、その基準を維持するように努めなければならない。 
・UNI－UNI 間： 
 ITU-T Y.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の値を70ミリ秒以下とし、同パケット転送の平均遅延時間の揺らぎ
の値を20ミリ秒以下とし、Y.1541勧告におけるパケット損失率の値を0.1％以下とする。（当該値を算出できる確率が0.95以
上であること） 
・UNI－NNI 間： 
  ITU-T Y.1541勧告におけるパケット転送の平均遅延時間の値を50ミリ秒以下とし、同パケット転送の平均遅延時間の揺らぎ
の値を10ミリ秒以下とし、Y.1541勧告におけるパケット損失の値を0.05％以下とする。（当該値を算出できる確率が0.95以上
であること） 

安定品質 
（第35条の13条） 

事業用電気通信回線設備は、当該事業用電気通信回線設備を介して提供される音声伝送役務がアナログ電話用設備を介し
て提供される音声伝送役務と同等の安定性が確保されるよう必要な措置が講じられなければならない。  

※１ １日のうち、１年間を平均して呼量（１時間に発生した呼の保留時間の総和を一時間で除したものをいう。）が最大となる連続した１時間について１年間の呼量及び呼数の
最大のものから順に30日分の呼量及び呼数を抜き取ってそれぞれ平均した呼量及び呼数又はその予測呼量及び予測呼数をいう。 

※２ 事業用電気通信設備の自己確認の届出において、基準値とその測定方法に関する説明書を提出することになっている。 
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設備種別 アナログ電話 ＩＳＤＮ ０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話 ０５０ ＩＰ電話 その他（携帯電話等） 

通話品質 

（第34条） 
端末～交換設備間の、送話ラウドネス
定格は15dB以下で、受話ラウドネス定
格は6dB以下 

（第35条の4） 
端末～交換設備間の、送話ラ
ウドネス定格は11dB以下で、
受話ラウドネス定格は5dB以下 

（第36条の3） 
端末～端末間における通
話の通話品質に関して、
予め基準を定め（届出が
必要）、その基準を維持 

接続品質 

（第35条） 
基礎トラヒックについて、次の各号に適
合しなければならない。 
１．受話器をあげてから応答可能となる

まで3秒以上となる確率が0.01以下 
２．呼損率が0.15以下 
３．国際電話発信は呼損率が0.1以下 
４．国際電話着信は呼損失が0.11以下 
５．呼出音の通知まで30秒以下 

（第35条の5） 
第35条（第１号を除く）を準用 

（第35条の10） 
第35条（第１号を除く）を準用 

（第36条の4） 
第35条（第１号を除く）を準
用 

（第36条の4） 
第35条（第1号を除く）を
準用 

総合品質 

（第35条の11） 
端末～端末間における通話
の総合品質に関して（Ｒ値80
超、平均遅延150ミリ秒未満）
の基準を予め定め、その基準
を維持 

（第36条の５） 
端末～端末間における通話
の総合品質に関して（R値50
超、平均遅延400ミリ秒未
満）の基準を予め定め（届出
が必要）、その基準を維持 

ネットワーク
品質 

（第35条の12） 
UNI～UNI間（平均遅延70ミリ
秒以下、揺らぎ20ミリ秒以下、
パケット損失率0.1％以下） 
UNI～NNI間（平均遅延50ミリ
秒以下、揺らぎ10ミリ秒以下、
パケット損失率0.05％以下）
の基準を予め定め、その基準
を維持 

安定品質 

（第35条の13） 
アナログ電話用設備と同等の
安定性が確保されるよう必要
な措置を講じる 

※条番号は、事業用電気通信設備規則のもの。 
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※第１回通信品質検討アドホックグループ ソフトバンク資料より 
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通話品質に関する利用者意識 

■電気通信番号の識別性のあり方等、番号に関する様々な課題について、調査研究を実施                
（平成22年度「将来の電気通信番号に関する調査研究」NTTｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾃｸﾉﾛｼﾞ） 

■利用者アンケートの中で、番号による通話品質の識別性についても調査 

問：電話番号によって通話品質が識別できることについて
どう思いますか？ 

問：この通話品質基準を撤廃し、固定電話であっても携帯
電話と同じ通話品質になる（現状の固定電話より通話品
質が下がる）ことを許容できますか？ 

48.7 51.3 

番号による品質識別は維持すべき 

番号による品質識別は必要ない 

7.3 

56.6 

14.2 

21.8 

無条件に許容できる 

固定電話の料金が安くなれば、許容できる 

通話品質の違いがわからない 

許容できない 
／気にしていないため、判断できない 調査期間 2011.1.7～2011.1.11 

調査地域 全国 

サンプル数 1273 

属性（性別） 男性57.42%、女性42.58% 

属性（年齢） 10代1.49%、20代13.51%、30代31.26%、 
40代31.03%、50代16.34%、60代以上6.36% 

【調査概要】 

※第３回通信品質検討アドホックグループ 事務局資料より 
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